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使用薬剤lの薬緬(薬価基準)の一部改軍について

「使用薬剤の薬価(薬価基準)J (平成20年厚生労働省告示第船長手。以下「薬価基準j

というJ については、平成25年厚生労働省告示第187号をもって改正されたところです
が、その概婆は下記のとおりですので、貴管下の保i数獲療機様、審査支払機関等に対し
て周知徹底をお願いします。

また、サムスカ錠15mgについては、� f使用薬剤の薬鋪{薬価基準)等の一部改定につ� 
e いてJ(平成22年12)31.0f3付け保医務1210第2号)において、保験よの取扱いに係る留
意事項営通知しているところですが、今回のサムスカ錠7.5mgの薬価基準の収載に伴い、
併せて留鷺事項の記載整備を行ったので、質管下の保険医療機関、審査支払機関等に対、
して周知徹底をお願いします。

記� 

1 薬イ節議室経の一部改互について
(1) 薬察法〈昭和� 35年法律第145告を)の規定に墓づき製造販売承認され、薬価基準へ

の収載希望があった監薬品(内用薬7品目、注射薬16品目及び外用薬3品目)に
ついて、薬価基準の別表に収載したものであること。� 

(2) 	 (1)により薬価基準の別表に収載されている全医薬品の品開数は、次のとおりで
あること。

日在分 内 用 薬 射 薬 用 薬 歯科用薬剤 計タト	区� 

;品問数 g，6 9 0 4， 037 2，515 27 1 6，2 6 9 










